
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

群馬森林管理署長　野畑　直城　　　　　　

3,282,080 円 円

1,460,000 円

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり　
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

令和6年12月9日

群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山３７６２－４

調査基準価格（税抜き）

　　　　　　- 株式会社田村塗装店 代表取締役　田村　信一　  群馬県吾妻郡中之条町大字折田９５０番地の２

一般競争入札

入札方式

建築工事 屋根塗装ほか

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和6年12月 令和7年2月

予定価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和７年２月２０日

令和6年度　群馬森林管理署公共工事契約状況

下仁田森林事務所屋根塗装工事

工事名 施工場所 工事種別 工事概要



入札公告（建築工事） 

 

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 

 

令和６年１１月５日 

分任支出負担行為担当官 

群馬森林管理署長 野畑 直城 

 

１ 工事概要等 

（１）工 事 名 

①物件番号：第１号 

 工 事 名：下仁田森林事務所屋根塗装工事 

    工事場所：群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山３７６２－４ 

   

   ②物件番号：第２号 

        工 事 名：水沼森林事務所外壁塗装工事 

    工事場所：群馬県桐生市黒保根町水沼２６６－１ 

 

（２）工事内容：詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり（下記6の配付資料等からダウンロ

ードすることができる。） 

（３）工  期：契約締結日の翌日から令和７年２月２８日まで 

（４）本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者

は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。落札決定に当たっては、入札書に記

載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税に係る課税業者であるか免罪業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（５）本工事は、令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価及び資材単価等を適用してい

る。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。 

（https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html） 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条及び第

７１条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、予決令第７０条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）令和５･６年度の関東森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、業種区分が

「建築一式工事」に係るＣ、Ｄ等級、または「塗装工事」の一般競争入札参加資格の認定を受け

ていること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争

入札参加資格の再認定を受けていること。）。 



（３）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者((２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

（４）平成２１年４月１日から令和６年３月３１日までの１５年度間に元請けとして、以下に示す同

種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構

成員の実績については、出資比率が２０％以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実

績として認める。）。 

なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長､森林管理

署支署長､森林管理事務所長及び治山センター所長（以下「森林管理局長等」という）が発注した

工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要

領」（平成１０年３月３１日付け１０林野管第３１号林野庁長官通知）第４の３に規定する工事成

績評定表の評定点（以下「評定点」という。）が６５点未満のものは実績として認められない。 

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 

   同種工事：屋根塗装または外壁塗装 

 （５）次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づき

本工事に配置できること。 

ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入また

は仮設工事等が開始されるまでの期間）及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等

のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。 

ア  １級若しくは２級建築施工管理技士、１級建築士、２級建築士いずれかの資格を有する者で

あること。 

イ  平成２１年４月１日から令和６年３月３１日までの１５年度間に、(４)に掲げる工事の経験

を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書

に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が６５点未満であるものは経験として

認められない。 

ウ  直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付前日以前に３ヶ月以上あること。 

（６）競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名

停止等措置要領の制定について」(昭和５９年６月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長官通

知）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（７）森林管理局長等が発注した建築工事で、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３

年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が

６５点以上であること。 

（８）上記１の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。 

    なお、本物件の受託者は、（株）梶建築設計事務所である。 

（９）入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと（資本関係又は人的関

係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。（入札説明書参

照。））。 

（１０）建設業法に基づく本社、支店または営業所が、群馬県内に所在すること。 

（１１）「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成１９年１２月７日付け

１９経第１３１４号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が

実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排

除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 



（１２）以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でな

いこと。 

ア 健康保険法(大正１１年法律第７０号)第４８条の規定による届出の義務 

イ 厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)第２７条の規定による届出の義務 

ウ 雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)第７条の規定による届出の義務 

 

３ 競争参加資格の確認等 

（１）本競争入札の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次

に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為

担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

（２）提出期間、場所及び方法 

ア  提出期間：令和６年１１月６日から令和６年１１月１９日まで（行政機関の休日に関する法

律（昭和６３年法律第９１号）第1条第1項に規定する行政期間の休日（以下「休日」

という。）を除く。）の９時から１６時まで（１２時から１３時までを除く。）。 

イ  提出先：〒３７１－８５０８ 

群馬県前橋市岩神町４－１６－２５   

群馬森林管理署 総務グループ 

電話 ０２７－２１０－１２０３ 

メールアドレス：ks_gunma_postmaster@maff.go.jp 

ウ  その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注

者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送（書留郵便に限る。）

で提出すること（締切日時必着。）。 

（申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードするこ

とができる。） 

（３）（２）のアに規定する期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は、競争参加資格

がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 

 

４ 入札手続等 

（１）担当部局 

   上記３の(２)に同じ。 

（２）入札説明書等の交付期間及び方法 

やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。 

ア  交付期間：令和６年１１月５日から令和６年１２月５日まで（休日を除く。）の９時から１

６時まで（１２時から１３時までを除く。）。 

イ  方法：原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。 

        （https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html） 

（３）入札及び開札の日時、場所及び提出方法 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者

の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を上記３の（２）のイの場所に持参または郵送す

ること。 

ア  電子入札システムによる入札は、第１号物件については令和６年１２月３日９時００分開

始、締切令和６年１２月６日 ９時３０分とし、第２号物件については令和６年１２月３日 

９時００分開始、令和６年１２月６日１１時００分締切とする。 



なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書によ

り変更日時を通知する。   

イ  紙入札方式により持参する場合は、第１号物件については令和６年１２月６日９時２０分か

ら９時３０分までに、第２号物件については令和６年１２月６日１０時５０分から１１時０

０分までに、群馬森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。 

  なお、郵送により入札をする場合は、郵便書留又は配達証明郵便により、入札日の前日（前

日が休日である場合はその前日）の１６時までに上記３の（２）のイの場所に持参又は郵送

すること。 

  また、再度の入札は引き続き実施するので、郵便入札を行った者は再度の入札に参加するこ

とができない。 

ウ  開札は、第１号物件については令和６年１２月６日９時３０分、第２号物件については１１

時００分に群馬森林管理署入札室にて行う。 

エ  紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資

格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 

オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制

約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意した

ものとする。 

（４）落札者の決定 

ア 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

イ アにおいて、最低価格の者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す

る。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合

は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものと

する。 

 

５ その他留意事項 

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

ア  入札保証金：免除する。 

イ  契約保証金：納付するものとする。 

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる 

   金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができる。 

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行

った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。 

なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公

共工事履行保証証券に係る証券または保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法（以下「電磁的方法」という。）であって金融機関等が定め契約担当官等の認める

措置を講ずること（以下「電磁的方法による提出」という。）ができるものとする。こ

の場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 

当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電



子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約

担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及

び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 

（３）工事費内訳書の提出 

ア  第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子

入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式自

由）を提出すること。 

イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東

森林管理局署等競争契約入札心得第７条第１１号に該当する入札として、当該入札を無効とする。 

ウ  工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 

（４）入札の無効 

ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び

入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 

ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時

において上記２に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に

該当する。 

エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第１第１項の規定に基づく指名停止

又は第１０の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 

（５）契約書作成の要否：要 

（６）関連情報を入手するための照会窓口：上記３の(２)のイに同じ。 

（７）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２の(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記３により参加資

格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、

当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（８）本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、

入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業

務）」（平成１６年７月２９日付け１６林政政第２６９号林野庁長官通知）による。 

（９）発注者綱紀保持対策について 

     農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成

１９年度農林水産省訓令第２２号）第１０条及び第１１条に則り、第三者から以下の不当な働き

かけを受けた場合は、これを否定し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、

同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、

委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期

間において閲覧及びホームページより公表する。 

   （不当な働きかけ） 

①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 

②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 

③自らが受注することまたは他者に受注させないことの依頼 

④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に

関する情報聴取 

⑤公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 

⑥公表前における発注予定に関する情報聴取 



⑦公表前における入札参加者に関する情報聴取 

⑧その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又

は情報聴取 

（１０）申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資

料は返却しない。 

（１１）現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。 

（１２）詳細は入札説明書による。 

 

６ 配布資料等 

（１）入札説明書 

（２）工事請負契約書（案） 

（３）工事費内訳書 

（４）特記仕様書及び立面図 

（５）競争参加資格申請書様式 

（６）関東森林管理局署等競争契約入札心得 

（７）国有林野事業工事請負契約款 

 

本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。 

国有林野事業工事請負契約約款  

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 

 

お知らせ 

  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規

程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者か

ら不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持

対策を実施しています。 

 詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」

をご覧ください。 
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登録番号 業者住所・代表者役職氏名 審査結果
審査結果
「無」の理由

備　　　　考

群馬県前橋市天川町9-24

F13968 株式会社エム・アイ

代表取締役　石田　守

群馬県沼田市利根町老神617

F14418 金子建設株式会社

代表取締役　金子　文彦

群馬県吾妻郡中之条町大字折田950-2

F01048 株式会社田村塗装店

代表取締役　田村　信一

群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂3106

F00075 みなしろ建設株式会社

代表取締役社長　高麗　和夫

有

下仁田森林事務所屋根塗装工事　競争参加資格審査結果表

有

有

有



6 年 12 月 6 日 午前 9 時 30 分

確認者

（注１） 金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

（注２） 執行者は、契約担当官等の補助者であって、当該入札執行に関する全責任を負うものとし、当該入札執行に係る決定又は判断を行うときは、確認者にその確認を、求めるものとする。

確認者は、執行者が行う入札執行を補助するとともに、執行者が当該入札執行に係る決定又は判断を行う際に、その確認を行うものとする。

立会者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第81条の規定による入札者が開札に立ち会わない場合において、当該開札に立ち会うこととされる当該入札に関係のない職員とする。

18

17

16

15

(Ａ４横）

20

19

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4 金子建設株式会社 辞退

3 株式会社エム・アイ 3 2,950,000

落札

2 みなしろ建設株式会社 2 2,550,000

1 株式会社田村塗装店 1 1,460,000

番　号 入　札　者　名
第　1　回 第　2　回

備    考
順位 金　 　額 順位 金　 　額

執行者

立会者

入札執行調書

件　名

日　時 令和

場　所

下仁田森林事務所屋根塗装工事

群馬森林管理署　会議室

農林水産技官　松井　裕子群馬森林管理署長　野畑　直城

立会者　農林水産技官　小山　清二

別添２



　所轄事務所等

関東森林管理局

群馬森林管理署

本署

積 算 内 訳 書

事 業 名

事 業 年 度 令和6年

下仁田森林事務所屋根塗装工事

工 事 箇 所 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山3762-4
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名 称 内 容
単
位

設 計 数 量 設 計 単 価 設 計 金 額 摘 要

【 直 接 工 事 費 】

Ⅰ 直接工事費 式 1.- 1,994,080

直 接 工 事 費 計 1,994,080

【 共 通 費 】

Ⅱ 共 通 仮 設 費 式 1.- 171,000

Ⅲ 現 場 管 理 費 式 1.- 635,000

Ⅳ 一 般 管 理 費 式 1.- 482,000

共 通 費 計 1,288,000

【 中 計 】 3,282,080

消 費 税 10% 式 1.- 328,208

合 計 3,610,288

㈱梶建築設計事務所・前橋建築事務所 大科目　　　　　　　　　№　1



　　

記号 名 称 内 容
単
位 設 計 数 量 設 計 単 価 設 計 金 額 摘 要

Ａ 直設工事費

1 直接仮設工事 式 1.0 1,255,080

2 塗装工事 式 1.0 739,000

直 設 工 事 費 計 1,994,080

㈱梶建築設計事務所・前橋建築事務所 科目　Ａ　直接工事費　　　　　　№1



　　

記号 名 称 内 容
単
位 設 計 数 量 設 計 単 価 設 計 金 額 摘 要

1 直 接 仮 設 工 事

外部足場 くさび型先行手摺 ㎡ 388.0 1,560 605,280

内巾木設置 ㎡ 388.0 350 135,800

垂直養生シート ㎡ 388.0 500 194,000

階段足場 式 1.0 120,000 120,000

資材運搬費 式 1.0 200,000 200,000

直 接 仮 設 工 事 計 1,255,080

㈱梶建築設計事務所・前橋建築事務所 科目　Ａ　直接工事費　　　　　　№2



　　

記号 名 称 内 容
単
位 設 計 数 量 設 計 単 価 設 計 金 額 摘 要

2 塗装工事

屋根洗浄工 高圧洗浄、ｹﾚﾝ、清掃 ㎡ 157.0 250 39,250

屋根塗装工 錆止め+ｼﾘｺﾝ樹脂2回塗装 ㎡ 157.0 3,600 565,200

竪樋塗装工 ｳﾚﾀﾝ樹脂2回塗装 ｍ 45.5 1,450 65,975

横樋塗装工 ｳﾚﾀﾝ樹脂2回塗装 ｍ 33.5 1,450 48,575

資機材運搬費 式 1.0 20,000 20,000

塗 装 工 事 計 739,000

㈱梶建築設計事務所・前橋建築事務所 科目　Ａ　直接工事費　　　　　　№3


